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いわゆる労災かくし 事案に対する 対処状況の把握等について 

いわゆる労災かくし 事案への対応については、 平成 3 年 1 2 月 5 日付け 基 登第 6 8 7 号 

「いわゆる労災かくしの 排除について」 ( 以下「 6 8 7 号通達」という。 ) により指示され 

ているところであ るが、 近年労災かくし 事案が増加してきていること 等から、 現在、 本省に 

おいて今後における 労災かくし排除に 係る対策をより 実効あ るものとするため 検討を行って 

いるところであ り、 この検討の参考とするため、 都道府県労働局 ( 以下「 局 」という。 ) 及 

び労働基準監督署 ( 以下「 署 」という。 ) におけるこれまでの 対処の状況等を 把握する必要 

があ る。 

ついてほ、 平成 1 1 年 1 月から平成 1 2 年 1 2 月までの 2 年間において 局及び署において 

対処した労災かくし 事案について、 別紙の調査 票 により、 労働基準部監督 課 でとりまとめの 

上、 平成Ⅰ 3 年 2 月 2 日 ( 金 ) までに本省労働基準局監督 課 監督 係 まで送付 (FAX 可 ) 願 

いたい。 



月 lj 条 氏 l 
労災 か く し事案に係る 調査 票 

Ⅰ 局コ 

@  事業場に関すること 

Ⅲ 事 業 場 名 

(2@  業 種 (3) 建設業の場合請負関係 ① 元請 ② 下請 ( 差 次 ) 

建設菓の場合、 その発注機関 ①② 公共工事 民間工事 (a 国による孝法 

b 県による発注 c 市町村による 発注 ) 

(5@  事業場の労働者数 ① l0 人未満 ② 人 ③ 人 ④ 50 ～ 99 人以上 ⑤ l0D  人 以上 

(6@  企業全体の労働者数 ① l -49 人 ② 50 ～ 99 人 ③ loD  人 ④ 300  -999  人 ⑤ l.000 人 以上 

2  労災かくし事案等に 関すること 

をとらなかった 場合 : その理由 [ 

㈹ 元請に対する 措置 

回収措置をとらながった 場合 : その理由 [ 
⑥ 保留・措置せず ( その理由   

  

( 注 ) @                        は、 6 8 7 ロ・達により     したいわゆる     災がくし         あ ること   

2  調査項目において、 当事者から改めて 事情聴取等の 調査を行って 記入する必要はないこと。 不明な項目は 余白等に不 
明 と記入すれは 足りること。 

3  該当あ るものを 0 印を付すこと。 その他等の ( ) 描は、 その理由等を 簡潔に記入すること。 

問合せ先 : 労働基準局監督 課 監督 係 ( 芳賀 )  ℡ 03-3595-3203  「 ax03-3502-6485 



別紙 Z 

労災かく し対策について 効果的と考えられる 手法 - 措置等 

て 局コ           
              
( 注 )  局及び署において、 労災がくし事案の 把握、 措置等労災がくし 対策に関して 効果的であ ると考えられるものがあ 

る場合は、 その内容について 記載して下さい。 


